
 

 

佐久市公告第１ ３ ７ 号 

 

事後審査型一般競争入札（ 電子入札） の執行について  
 
 
 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（ 平成２ ０ 年告示第６ ８ 号） によ る 事後審査型一般競争入札を

次のと おり 実施する ので、 佐久市財務規則（ 平成１ ７ 年規則第３ ９ 号） 第１ ０ ５ 条及び佐久市電子入札実

施要綱（ 平成２ ８ 年告示第２ ０ 号） 第４ 条の規定によ り 公告する 。  

 
令和 8 年 6 月 24 日 

 
佐久市長 栁 田 清 二 

 
１  入札対象工事 

工   事   名 

（  発 注 課 ）  

令和７ 年度（ 繰越） 総合交付金 都市公園セーフ ティ ーリ ニュ ーアル事業 

ジリ の木広場 複合遊具更新工事 

（  建設部 公園緑地課 ）  

工   事   場   所 佐久市 春日 

工   事   概   要 

（ 補助事業）  

複合遊具の更新 Ｎ ＝１ 基 

（ 単独事業）  

キノ コ シェ ルタ ー撤去 

工        期 契約日から 令和 9 年 1 月 29 日ま で 

備 考 佐久市電子入札実施要綱に定める 入札方式によ る 対象案件である 。  

 
２  入札参加資格要件 
   

佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第４ 条の規定に基づき 、 上記工事の事後審査型一般競争入札に参加する

こ と ができ る 者は、 佐久市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「 有資格者名簿」 と いう 。 )に登録さ れている 者で、

次に掲げる 要件を 「 入札公告日から 落札決定日ま で」 全て満たす者と する 。  
 

(1) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 業 種 ご と の 等 級 格 付 

・ と び・ 土工・ コ ンク リ ート 工事の登録があり 、 その等級格付がＡ ・ Ｂ 級

の者である こ と 。  

(2) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 建 設 業 許 可 区 分 

・ と び・ 土工工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を 有し てい

る こ と 。  

(3) 配  置  技 術 者 の  資 格  等 

・ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定する 主任技術者又は 

監理技術者を 配置でき る こ と 。  

・ 配置技術者は、 原則と し て入札参加申請日以前 3 か月以上の恒常的な  

雇用関係がある こ と 。  

・ その他「 佐久市建設工事の配置技術者について」 に示す主任技術者等を

配置でき る こ と 。  

(4 ) 本 店 等 の 所 在 地 ・ 本店が佐久市内にある こ と 。  

(5 ) そ      の      他 

・ 建設業法第 27 条の 23 に規定する 有効な経営事項審査の結果の通知を 受

けている こ と 。  

・ 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第 4 条第 3 項及び第 4 項の規定

に該当する 者でないこ と 。  

 
 
 



 

 

 
３  入札の日程等 
 

入札手続等 期間 ・ 期日等 場所 ・  留意事項等 

設 計 図 書 等 の 閲 覧 
令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 

･入札情報シス テム への掲載、 佐久市企画部契約課

(本庁 4 階) 

入 札 参 加 申 請 受 付 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

令和 8 年 6 月 29 日（ 月） ま で 

（ 最終日は電子入札シス テム が

稼働し ている 時間ま で）  

・ 電子入札シス テム によ り 提出のこ と 。  

・ 添付書類は「 事後審査型一般競争入札参加申請書

（ 様式第１ 号）」 と する 。  

設  計  図  書  等 

 の 入 手 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 
・ 入札情報シス テム よ り ダウ ン ロ ード する こ と 。  

設計図書等に 関する  

質  問  受  付 

令和 8 年 6 月 25 日（ 木） から  

令和 8 年 6 月 30 日（ 火） ま で 

（ 午前 8 時 30 分から  

午後 5 時 15 分ま で）  

・ 質問書様式は市ホーム ページから ダウ ン ロ ード す

る こ と（ 質問内容がわかる よ う に具体的に記載す

る こ と ）。  

・ 発注課（ 建設部 公園緑地課） へ持参又は 

電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

質問回答の期日・ 方法 令和 8 年 7 月 2 日（ 木） 以降 ・ 発注課よ り 入札情報シス テム にて回答する 。  

入札書等の 提出期限 

令和 8 年 7 月 3 日（ 金）  

午前 8 時 30 分から  

令和 8 年 7 月 7 日（ 火）  

午後 5 時ま で 

・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

再度入札に おけ る 入

札 書 の 提 出 期 限 

令和 8 年 7 月 9 日（ 木）   

午後 3 時ま で 
・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

入札開札日時・ 場所 
令和 8 年 7 月 9 日（ 木）  

午前 8 時 30 分から  
・ 佐久市役所 3 階 302 会議室 

落 札 者 の 決 定 等 

・ 最低制限価格を 下回っ た者（ 以下「 失格者」 と いう 。） は、 落札者と なら ない。  

・ 失格者は、 当該対象入札に係る 落札者がいない場合における 再度の入札に参加する こ

と はでき ない。  

・ 予定価格の制限の範囲内で、 最低制限価格以上の価格を も っ て入札し た者のう ち、 最

低の価格で入札し た者を 落札候補者と する 。  

・ 落札候補者は入札参加資格確認書類を 候補と なっ た日又は翌日（ 閉庁日の場合はその

翌日） に提出する こ と 。  

・ 審査は、 落札候補者から 提出のあっ た入札参加資格確認書類を 審査し 、 入札参加要件

を 満たし ている 場合には、当該落札候補者を 落札者と する 。満たし ていない場合には、

予定価格の制限の範囲内で応札し た次順位者の最低価格入札者から 入札参加資格確

認書類の提出を 求め、 順次審査を 行い、 入札参加資格を 満たし ている 者１ 人が確認で

き る ま で行う も のと する 。  

・ 落札者の決定は、 原則と し て、 確認書類が提出さ れた日から 起算し て 2 日(閉庁日の

場合はその翌日)以内に行う も のと する 。  

・ 落札者を 決定し たと き は、 直ちに落札者に対し 連絡する 。  



 

 

入 札 参 加 資 格 確 認 

申請書提出に つい て  

（ 落 札 候 補 者 ）  

・ 提出書類は「 事後審査型一般競争入札参加資格確認書（ 様式第 2 号）」  

「 配置技術者決定届（ 様式第 3 号）」  

「 建設工事に係る 営業所専任技術者名簿一覧」（ 様式第 6 号）」 及び「 建設 

業許可申請に提出し た専任技術者証明書（ 写し ）」 ＊契約金額（ 税込）  

が、 4,500 万円（ 建築一式は 9,000 万円） 以上の場合のみ。  

「 有効な経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 」  

「 現場代理人及び主任技術者等の通知書」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の経歴書」  

「 主任技術者及び監理技術者の資格を 証する 書類」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の雇用関係を 証する 書類」

及び市が指定し たも のと する 。  

・ 落札候補者と し て決定さ れた日の翌日（ 閉庁日の場合はその翌日） ま でに持参又はメ

ールによ り 提出する こ と 。 なお、 郵送等によ る 提出は認めないも のと する 。   

・ 入札参加資格確認書類を 提出し ないと き は、 当該入札者の行っ た入札は無効と する 。  

提出場所： 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階）  

入 札 結 果 の 公 表 ・ 入札情報シス テム 、 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階） において閲覧にて公表する 。  

 
４  入札事項等 

入  札  事  項 

・ 入札回数は 2 回と し 、 第 2 回の入札を し ても 落札でき ないと き は、 第 2 回の最低入札

者と 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定

によ る 随意契約と する 。 こ の場合の見積回数は 2 回ま でと する 。 なお、 見積書提出期

限については別途契約課よ り 連絡する 。  

・ やむを 得ず紙入札によ り 入札に参加し よ う と する 者は、 佐久市電子入札実施要綱第８

条の規定によ る 所定の手続を 行う こ と 。  

・ 落札者の決定に当たっ ては、 電子入札シス テム に入力さ れた金額に当該金額の 100 分

の 10 に相当する 額を 加算し た金額（ 当該金額に 1 円未満の端数がある と き は、 その

端数を 切り 捨てた金額） を も っ て落札価格と する ので、 消費税に係る 課税事業者であ

る か免税業者である かを 問わず、見積も っ た総額の 110 分の 100 に相当する 金額を 電

子入札シス テム に入力する こ と 。  

・ 詳細な内訳について、 発注課よ り 提出を 求めら れた場合は、 当該工事の金抜設計書又

は参考数量書に準じ た内訳書を 改めて提出する こ と 。  

低 入札 価格 調 査制度 ・ 適用なし  

最 低 制 限 価 格 

・ 適用あり  

佐久市建設工事等の入札における 最低制限価格制度実施要綱（ 平成 21 年告示第 97

号） によ る 。  

入  札  保  証 金 
・ 免除 

（ ただし 、落札者が契約を 締結し ない場合、見積額の総額の 100 分の 5 の納付を 要する 。） 

契  約  保  証 金 ・ 契約請負代金額の 10 分の 1 の金銭的保証 

前   払   金 ・ 佐久市工事の前金払に関する 取扱規程（ 平成 17 年訓令第 56 号） の規定によ る 。  

中 間 前 払 金 ・ 佐久市工事の中間前金払に関する 取扱規程（ 平成 20 年訓令第 14 号） の規定によ る 。 

部  分  払  金 ・ 佐久市財務規則第 138 条の規定によ る 。  

債 務 負 担 行 為 ・ 適用なし  

入 札 の 無 効 
・ 佐久市電子入札実施要綱第 11 条、 佐久市財務規則第 111 条及び佐久市建設工事事務

処理規程（ 平成 17 年訓令第 54 号） 別記入札心得第 8 条の規定によ る 。  

 
５  入札金額の内訳書について（ 法改正〈 R7.12.12 付け〉 に伴う 内訳書記載内容の変更）  

  令和 7 年 12 月 12 日付けの「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 の改正に基づき 、 入札参加者

は材料費、 労務費、 法定福利費の事業主負担額、 建退共制度の掛金及び安全衛生経費を 明示し た工事費内訳書を 提出し

てく ださ い。  

  なお、 必要な内容の記載がない場合は、 佐久市建設工事事務処理規程の入札心得第 8 条 9 項の取扱いと し 「 入札の

無効（ 失格）」 と なり ま すので、 ご 留意く ださ い。  
 



 

 

６  その他の事項 

  ・ 佐久市電子入札実施要綱、 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱、 佐久市財務規則及び佐久市建設工事事務

処理規程の入札心得を 熟読の上、 御参加く ださ い。  

  ・ 請負者は下請けを 利用する 場合、 可能な限り 市内に本社を 有する 業者又は市内に支店若し く は営業所を 有する  

業者を 下請負人と し てく ださ い。  

 

７  担当部課（ 問合せ先）  

公 告 の 内 容 佐久市企画部契約課    （ 佐久市中込 3056）    TEL． 0267－62－3084（ 直通）  

工 事 の 内 容 佐久市建設部公園緑地課 （ 佐久市中込 3056 南棟）  TEL． 0267－62－3424（ 直通） 

 



 

 

佐久市公告第１ ３ ８ 号 

 

事後審査型一般競争入札（ 電子入札） の執行について  
 
 
 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（ 平成２ ０ 年告示第６ ８ 号） によ る 事後審査型一般競争入札を

次のと おり 実施する ので、 佐久市財務規則（ 平成１ ７ 年規則第３ ９ 号） 第１ ０ ５ 条及び佐久市電子入札実

施要綱（ 平成２ ８ 年告示第２ ０ 号） 第４ 条の規定によ り 公告する 。  

 
令和 8 年 6 月 24 日 

 
佐久市長 栁 田 清 二 

 
１  入札対象工事 

工   事   名 

（  発 注 課 ）  
令和８ 年度 佐久市立野沢中学校ト イ レ 改修工事 

（  学校教育部 教育施設課 ）  

工   事   場   所 佐久市野沢３ ３ ５ ー１  

工   事   概   要 
ト イ レ 改修工事一式 

便器更新、 床乾式化、 ブース 更新等 

工        期 契約日から 令和 9 年 1 月 29 日ま で 

備 考 佐久市電子入札実施要綱に定める 入札方式によ る 対象案件である 。  

 
２  入札参加資格要件 
   

佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第４ 条の規定に基づき 、 上記工事の事後審査型一般競争入札に参加する

こ と ができ る 者は、 佐久市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「 有資格者名簿」 と いう 。 )に登録さ れている 者で、

次に掲げる 要件を 「 入札公告日から 落札決定日ま で」 全て満たす者と する 。  
 

(1) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 業 種 ご と の 等 級 格 付 

・ 建築一式工事の登録があり 、 その等級格付がＡ ・ Ｂ ・ Ｃ 級の者である こ

と 。  

(2) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 建 設 業 許 可 区 分 

・ 建築工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を 有し ている こ

と 。  

(3) 配  置  技 術 者 の  資 格  等 

・ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定する 主任技術者又は 

監理技術者を 配置でき る こ と 。  

・ 配置技術者は、 原則と し て入札参加申請日以前 3 か月以上の恒常的な  

雇用関係がある こ と 。  

・ その他「 佐久市建設工事の配置技術者について」 に示す主任技術者等を

配置でき る こ と 。  

(4 ) 本 店 等 の 所 在 地 ・ 本店が佐久市内にある こ と 。  

(5 ) そ      の      他 

・ 建設業法第 27 条の 23 に規定する 有効な経営事項審査の結果の通知を 受

けている こ と 。  

・ 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第 4 条第 3 項及び第 4 項の規定

に該当する 者でないこ と 。  

 
 
 
 
 



 

 

 
３  入札の日程等 
 

入札手続等 期間 ・ 期日等 場所 ・  留意事項等 

設 計 図 書 等 の 閲 覧 
令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 

･入札情報シス テム への掲載、 佐久市企画部契約課

(本庁 4 階) 

入 札 参 加 申 請 受 付 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

令和 8 年 6 月 29 日（ 月） ま で 

（ 最終日は電子入札シス テム が

稼働し ている 時間ま で）  

・ 電子入札シス テム によ り 提出のこ と 。  

・ 添付書類は「 事後審査型一般競争入札参加申請書

（ 様式第１ 号）」 と する 。  

設  計  図  書  等 

 の 入 手 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 
・ 入札情報シス テム よ り ダウ ン ロ ード する こ と 。  

設計図書等に 関する  

質  問  受  付 

令和 8 年 6 月 25 日（ 木） から  

令和 8 年 6 月 30 日（ 火） ま で 

（ 午前 8 時 30 分から  

午後 5 時 15 分ま で）  

・ 質問書様式は市ホーム ページから ダウ ン ロ ード す

る こ と（ 質問内容がわかる よ う に具体的に記載す

る こ と ）。  

・ 発注課（ 学校教育部 教育施設課） へ持参又は 

電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

質問回答の期日・ 方法 令和 8 年 7 月 2 日（ 木） 以降 ・ 発注課よ り 入札情報シス テム にて回答する 。  

入札書等の 提出期限 

令和 8 年 7 月 3 日（ 金）  

午前 8 時 30 分から  

令和 8 年 7 月 7 日（ 火）  

午後 5 時ま で 

・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

再度入札に おけ る 入

札 書 の 提 出 期 限 

令和 8 年 7 月 9 日（ 木）   

午後 3 時ま で 
・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

入札開札日時・ 場所 
令和 8 年 7 月 9 日（ 木）  

午前 8 時 30 分から  
・ 佐久市役所 3 階 302 会議室 

落 札 者 の 決 定 等 

・ 最低制限価格を 下回っ た者（ 以下「 失格者」 と いう 。） は、 落札者と なら ない。  

・ 失格者は、 当該対象入札に係る 落札者がいない場合における 再度の入札に参加する こ

と はでき ない。  

・ 予定価格の制限の範囲内で、 最低制限価格以上の価格を も っ て入札し た者のう ち、 最

低の価格で入札し た者を 落札候補者と する 。  

・ 落札候補者は入札参加資格確認書類を 候補と なっ た日又は翌日（ 閉庁日の場合はその

翌日） に提出する こ と 。  

・ 審査は、 落札候補者から 提出のあっ た入札参加資格確認書類を 審査し 、 入札参加要件

を 満たし ている 場合には、当該落札候補者を 落札者と する 。満たし ていない場合には、

予定価格の制限の範囲内で応札し た次順位者の最低価格入札者から 入札参加資格確

認書類の提出を 求め、 順次審査を 行い、 入札参加資格を 満たし ている 者１ 人が確認で

き る ま で行う も のと する 。  

・ 落札者の決定は、 原則と し て、 確認書類が提出さ れた日から 起算し て 2 日(閉庁日の

場合はその翌日)以内に行う も のと する 。  

・ 落札者を 決定し たと き は、 直ちに落札者に対し 連絡する 。  



 

 

入 札 参 加 資 格 確 認 

申請書提出に つい て  

（ 落 札 候 補 者 ）  

・ 提出書類は「 事後審査型一般競争入札参加資格確認書（ 様式第 2 号）」  

「 配置技術者決定届（ 様式第 3 号）」  

「 建設工事に係る 営業所専任技術者名簿一覧」（ 様式第 6 号）」 及び「 建設 

業許可申請に提出し た専任技術者証明書（ 写し ）」 ＊契約金額（ 税込）  

が、 4,500 万円（ 建築一式は 9,000 万円） 以上の場合のみ。  

「 有効な経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 」  

「 現場代理人及び主任技術者等の通知書」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の経歴書」  

「 主任技術者及び監理技術者の資格を 証する 書類」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の雇用関係を 証する 書類」

及び市が指定し たも のと する 。  

・ 落札候補者と し て決定さ れた日の翌日（ 閉庁日の場合はその翌日） ま でに持参又はメ

ールによ り 提出する こ と 。 なお、 郵送等によ る 提出は認めないも のと する 。   

・ 入札参加資格確認書類を 提出し ないと き は、 当該入札者の行っ た入札は無効と する 。  

提出場所： 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階）  

入 札 結 果 の 公 表 ・ 入札情報シス テム 、 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階） において閲覧にて公表する 。  

 
４  入札事項等 

入  札  事  項 

・ 入札回数は 2 回と し 、 第 2 回の入札を し ても 落札でき ないと き は、 第 2 回の最低入札

者と 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定

によ る 随意契約と する 。 こ の場合の見積回数は 2 回ま でと する 。 なお、 見積書提出期

限については別途契約課よ り 連絡する 。  

・ やむを 得ず紙入札によ り 入札に参加し よ う と する 者は、 佐久市電子入札実施要綱第８

条の規定によ る 所定の手続を 行う こ と 。  

・ 落札者の決定に当たっ ては、 電子入札シス テム に入力さ れた金額に当該金額の 100 分

の 10 に相当する 額を 加算し た金額（ 当該金額に 1 円未満の端数がある と き は、 その

端数を 切り 捨てた金額） を も っ て落札価格と する ので、 消費税に係る 課税事業者であ

る か免税業者である かを 問わず、見積も っ た総額の 110 分の 100 に相当する 金額を 電

子入札シス テム に入力する こ と 。  

・ 詳細な内訳について、 発注課よ り 提出を 求めら れた場合は、 当該工事の金抜設計書又

は参考数量書に準じ た内訳書を 改めて提出する こ と 。  

低 入札 価格 調 査制度 ・ 適用なし  

最 低 制 限 価 格 

・ 適用あり  

佐久市建設工事等の入札における 最低制限価格制度実施要綱（ 平成 21 年告示第 97

号） によ る 。  

入  札  保  証 金 
・ 免除 

（ ただし 、落札者が契約を 締結し ない場合、見積額の総額の 100 分の 5 の納付を 要する 。） 

契  約  保  証 金 ・ 契約請負代金額の 10 分の 1 の金銭的保証 

前   払   金 ・ 佐久市工事の前金払に関する 取扱規程（ 平成 17 年訓令第 56 号） の規定によ る 。  

中 間 前 払 金 ・ 佐久市工事の中間前金払に関する 取扱規程（ 平成 20 年訓令第 14 号） の規定によ る 。 

部  分  払  金 ・ 佐久市財務規則第 138 条の規定によ る 。  

債 務 負 担 行 為 ・ 適用なし  

入 札 の 無 効 
・ 佐久市電子入札実施要綱第 11 条、 佐久市財務規則第 111 条及び佐久市建設工事事務

処理規程（ 平成 17 年訓令第 54 号） 別記入札心得第 8 条の規定によ る 。  

 
５  入札金額の内訳書について（ 法改正〈 R7.12.12 付け〉 に伴う 内訳書記載内容の変更）  

  令和 7 年 12 月 12 日付けの「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 の改正に基づき 、 入札参加者

は材料費、 労務費、 法定福利費の事業主負担額、 建退共制度の掛金及び安全衛生経費を 明示し た工事費内訳書を 提出し

てく ださ い。  

  なお、 必要な内容の記載がない場合は、 佐久市建設工事事務処理規程の入札心得第 8 条 9 項の取扱いと し 「 入札の

無効（ 失格）」 と なり ま すので、 ご 留意く ださ い。  
 



 

 

６  その他の事項 

  ・ 佐久市電子入札実施要綱、 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱、 佐久市財務規則及び佐久市建設工事事務

処理規程の入札心得を 熟読の上、 御参加く ださ い。  

  ・ 請負者は下請けを 利用する 場合、 可能な限り 市内に本社を 有する 業者又は市内に支店若し く は営業所を 有する  

業者を 下請負人と し てく ださ い。  

 

７  担当部課（ 問合せ先）  

公 告 の 内 容 佐久市企画部契約課    （ 佐久市中込 3056）    TEL． 0267－62－3084（ 直通）  

工 事 の 内 容 佐久市学校教育部教育施設課（ 佐久市中込 3056 南棟） TEL． 0267－62－3491（ 直通） 

 



 

 

佐久市公告第１ ３ ９ 号 

 

事後審査型一般競争入札（ 電子入札） の執行について  
 
 
 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（ 平成２ ０ 年告示第６ ８ 号） によ る 事後審査型一般競争入札を

次のと おり 実施する ので、 佐久市財務規則（ 平成１ ７ 年規則第３ ９ 号） 第１ ０ ５ 条及び佐久市電子入札実

施要綱（ 平成２ ８ 年告示第２ ０ 号） 第４ 条の規定によ り 公告する 。  

 
令和 8 年 6 月 24 日 

 
佐久市長 栁 田 清 二 

 
１  入札対象工事 

工   事   名 

（  発 注 課 ）  
令和８ 年度 市単 佐久中部地区農村環境改善センタ ー改修工事 

（  経済部 耕地林務課 ）  

工   事   場   所 佐久市伴野１ ８ ０ ２ 番地３  

工   事   概   要 
農村環境改善セン タ ー改修工事一式 

 男女ト イ レ 乾式化、 Ｌ Ｅ Ｄ 照明改修、 空調設備設置 ほか 

工        期 契約日から 令和 9 年 3 月 5 日ま で 

備 考 

・ 佐久市電子入札実施要綱に定める 入札方式によ る 対象案件である 。  

・ 建設業法施行令（ 昭和３ １ 年政令第２ ７ ３ 号） 第６ 条に基づき 、 見積り 期間を 短

縮し ている 。  

 
２  入札参加資格要件 
   

佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第４ 条の規定に基づき 、 上記工事の事後審査型一般競争入札に参加する

こ と ができ る 者は、 佐久市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「 有資格者名簿」 と いう 。 )に登録さ れている 者で、

次に掲げる 要件を 「 入札公告日から 落札決定日ま で」 全て満たす者と する 。  
 

(1) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 業 種 ご と の 等 級 格 付 
・ 建築一式工事の登録があり 、 その等級格付がＡ ・ Ｂ 級の者である こ と 。  

(2) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 建 設 業 許 可 区 分 

・ 建築工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を 有し ている こ

と 。  

(3) 配  置  技 術 者 の  資 格  等 

・ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定する 主任技術者又は 

監理技術者を 配置でき る こ と 。  

・ 配置技術者は、 原則と し て入札参加申請日以前 3 か月以上の恒常的な  

雇用関係がある こ と 。  

・ その他「 佐久市建設工事の配置技術者について」 に示す主任技術者等を

配置でき る こ と 。  

(4 ) 本 店 等 の 所 在 地 ・ 本店が佐久市内にある こ と 。  

(5 ) そ      の      他 

・ 建設業法第 27 条の 23 に規定する 有効な経営事項審査の結果の通知を 受

けている こ と 。  

・ 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第 4 条第 3 項及び第 4 項の規定

に該当する 者でないこ と 。  

 
 



 

 

 
 
３  入札の日程等 
 

入札手続等 期間 ・ 期日等 場所 ・  留意事項等 

設 計 図 書 等 の 閲 覧 
令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 

･入札情報シス テム への掲載、 佐久市企画部契約課

(本庁 4 階) 

入 札 参 加 申 請 受 付 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

令和 8 年 6 月 25 日（ 木） ま で 

（ 最終日は電子入札シス テム が

稼働し ている 時間ま で）  

・ 電子入札シス テム によ り 提出のこ と 。  

・ 添付書類は「 事後審査型一般競争入札参加申請書

（ 様式第１ 号）」 と する 。  

設  計  図  書  等 

 の 入 手 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 
・ 入札情報シス テム よ り ダウ ン ロ ード する こ と 。  

設計図書等に 関する  

質  問  受  付 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

令和 8 年 6 月 25 日（ 木） ま で 

（ 午前 8 時 30 分から  

午後 5 時 15 分ま で）  

・ 質問書様式は市ホーム ページから ダウ ン ロ ード す

る こ と（ 質問内容がわかる よ う に具体的に記載す

る こ と ）。  

・ 発注課（ 経済部 耕地林務課） へ持参又は 

電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

質問回答の期日・ 方法 令和 8 年 6 月 26 日（ 金） 以降 ・ 発注課よ り 入札情報シス テム にて回答する 。  

入札書等の 提出期限 

令和 8 年 6 月 29 日（ 月）  

午前 8 時 30 分から  

令和 8 年 6 月 30 日（ 火）  

午後 5 時ま で 

・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

再度入札に おけ る 入

札 書 の 提 出 期 限 

令和 8 年 7 月 2 日（ 木）   

午後 3 時ま で 
・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

入札開札日時・ 場所 
令和 8 年 7 月 2 日（ 木）  

午前 8 時 30 分から  
・ 佐久市役所 3 階 302 会議室 

落 札 者 の 決 定 等 

・ 最低制限価格を 下回っ た者（ 以下「 失格者」 と いう 。） は、 落札者と なら ない。  

・ 失格者は、 当該対象入札に係る 落札者がいない場合における 再度の入札に参加する こ

と はでき ない。  

・ 予定価格の制限の範囲内で、 最低制限価格以上の価格を も っ て入札し た者のう ち、 最

低の価格で入札し た者を 落札候補者と する 。  

・ 落札候補者は入札参加資格確認書類を 候補と なっ た日又は翌日（ 閉庁日の場合はその

翌日） に提出する こ と 。  

・ 審査は、 落札候補者から 提出のあっ た入札参加資格確認書類を 審査し 、 入札参加要件

を 満たし ている 場合には、当該落札候補者を 落札者と する 。満たし ていない場合には、

予定価格の制限の範囲内で応札し た次順位者の最低価格入札者から 入札参加資格確

認書類の提出を 求め、 順次審査を 行い、 入札参加資格を 満たし ている 者１ 人が確認で

き る ま で行う も のと する 。  

・ 落札者の決定は、 原則と し て、 確認書類が提出さ れた日から 起算し て 2 日(閉庁日の

場合はその翌日)以内に行う も のと する 。  

・ 落札者を 決定し たと き は、 直ちに落札者に対し 連絡する 。  



 

 

入 札 参 加 資 格 確 認 

申請書提出に つい て  

（ 落 札 候 補 者 ）  

・ 提出書類は「 事後審査型一般競争入札参加資格確認書（ 様式第 2 号）」  

「 配置技術者決定届（ 様式第 3 号）」  

「 建設工事に係る 営業所専任技術者名簿一覧」（ 様式第 6 号）」 及び「 建設 

業許可申請に提出し た専任技術者証明書（ 写し ）」 ＊契約金額（ 税込）  

が、 4,500 万円（ 建築一式は 9,000 万円） 以上の場合のみ。  

「 有効な経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 」  

「 現場代理人及び主任技術者等の通知書」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の経歴書」  

「 主任技術者及び監理技術者の資格を 証する 書類」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の雇用関係を 証する 書類」

及び市が指定し たも のと する 。  

・ 落札候補者と し て決定さ れた日の翌日（ 閉庁日の場合はその翌日） ま でに持参又はメ

ールによ り 提出する こ と 。 なお、 郵送等によ る 提出は認めないも のと する 。   

・ 入札参加資格確認書類を 提出し ないと き は、 当該入札者の行っ た入札は無効と する 。  

提出場所： 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階）  

入 札 結 果 の 公 表 ・ 入札情報シス テム 、 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階） において閲覧にて公表する 。  

 
４  入札事項等 

入  札  事  項 

・ 入札回数は 2 回と し 、 第 2 回の入札を し ても 落札でき ないと き は、 第 2 回の最低入札

者と 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定

によ る 随意契約と する 。 こ の場合の見積回数は 2 回ま でと する 。 なお、 見積書提出期

限については別途契約課よ り 連絡する 。  

・ やむを 得ず紙入札によ り 入札に参加し よ う と する 者は、 佐久市電子入札実施要綱第８

条の規定によ る 所定の手続を 行う こ と 。  

・ 落札者の決定に当たっ ては、 電子入札シス テム に入力さ れた金額に当該金額の 100 分

の 10 に相当する 額を 加算し た金額（ 当該金額に 1 円未満の端数がある と き は、 その

端数を 切り 捨てた金額） を も っ て落札価格と する ので、 消費税に係る 課税事業者であ

る か免税業者である かを 問わず、見積も っ た総額の 110 分の 100 に相当する 金額を 電

子入札シス テム に入力する こ と 。  

・ 詳細な内訳について、 発注課よ り 提出を 求めら れた場合は、 当該工事の金抜設計書又

は参考数量書に準じ た内訳書を 改めて提出する こ と 。  

低 入札 価格 調 査制度 ・ 適用なし  

最 低 制 限 価 格 

・ 適用あり  

佐久市建設工事等の入札における 最低制限価格制度実施要綱（ 平成 21 年告示第 97

号） によ る 。  

入  札  保  証 金 
・ 免除 

（ ただし 、落札者が契約を 締結し ない場合、見積額の総額の 100 分の 5 の納付を 要する 。） 

契  約  保  証 金 ・ 契約請負代金額の 10 分の 1 の金銭的保証 

前   払   金 ・ 佐久市工事の前金払に関する 取扱規程（ 平成 17 年訓令第 56 号） の規定によ る 。  

中 間 前 払 金 ・ 佐久市工事の中間前金払に関する 取扱規程（ 平成 20 年訓令第 14 号） の規定によ る 。 

部  分  払  金 ・ 佐久市財務規則第 138 条の規定によ る 。  

債 務 負 担 行 為 ・ 適用なし  

入 札 の 無 効 
・ 佐久市電子入札実施要綱第 11 条、 佐久市財務規則第 111 条及び佐久市建設工事事務

処理規程（ 平成 17 年訓令第 54 号） 別記入札心得第 8 条の規定によ る 。  

 
５  入札金額の内訳書について（ 法改正〈 R7.12.12 付け〉 に伴う 内訳書記載内容の変更）  

  令和 7 年 12 月 12 日付けの「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 の改正に基づき 、 入札参加者

は材料費、 労務費、 法定福利費の事業主負担額、 建退共制度の掛金及び安全衛生経費を 明示し た工事費内訳書を 提出し

てく ださ い。  

  なお、 必要な内容の記載がない場合は、 佐久市建設工事事務処理規程の入札心得第 8 条 9 項の取扱いと し 「 入札の

無効（ 失格）」 と なり ま すので、 ご 留意く ださ い。  
 



 

 

６  その他の事項 

  ・ 佐久市電子入札実施要綱、 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱、 佐久市財務規則及び佐久市建設工事事務

処理規程の入札心得を 熟読の上、 御参加く ださ い。  

  ・ 請負者は下請けを 利用する 場合、 可能な限り 市内に本社を 有する 業者又は市内に支店若し く は営業所を 有する  

業者を 下請負人と し てく ださ い。  

 

７  担当部課（ 問合せ先）  

公 告 の 内 容 佐久市企画部契約課    （ 佐久市中込 3056）    TEL． 0267－62－3084（ 直通）  

工 事 の 内 容 佐久市経済部耕地林務課  （ 佐久市中込 3056）   TEL． 0267－62－3247（ 直通） 

 



 

 

佐久市公告第１ ４ ０ 号 

 

事後審査型一般競争入札（ 電子入札） の執行について  
 
 
 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（ 平成２ ０ 年告示第６ ８ 号） によ る 事後審査型一般競争入札を

次のと おり 実施する ので、 佐久市財務規則（ 平成１ ７ 年規則第３ ９ 号） 第１ ０ ５ 条及び佐久市電子入札実

施要綱（ 平成２ ８ 年告示第２ ０ 号） 第４ 条の規定によ り 公告する 。  

 
令和 8 年 6 月 24 日 

 
佐久市長 栁 田 清 二 

 
１  入札対象工事 

工   事   名 

（  発 注 課 ）  
令和８ 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道２ ‐ ２ 号線 道路防災工事 

（  建設部 土木課 ）  

工   事   場   所 佐久市 長土呂 下蟹沢 地区 

工   事   概   要 
道路防災工事 

 舗装工 Ｌ ＝１ １ ９ ． ５ ｍ  Ｗ＝５ ． ７ ５ ～９ ． ７ ５ ｍ Ａ ＝９ ２ ９ ㎡ 

工        期 契約日から 令和 8 年 11 月 27 日ま で 

備 考 佐久市電子入札実施要綱に定める 入札方式によ る 対象案件である 。  

 
２  入札参加資格要件 
   

佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第４ 条の規定に基づき 、 上記工事の事後審査型一般競争入札に参加する

こ と ができ る 者は、 佐久市建設工事等入札参加資格者名簿(以下「 有資格者名簿」 と いう 。 )に登録さ れている 者で、

次に掲げる 要件を 「 入札公告日から 落札決定日ま で」 全て満たす者と する 。  
 

(1) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 業 種 ご と の 等 級 格 付 
・ 舗装工事の登録があり 、 その等級格付がＡ ・ Ｂ 級の者である こ と 。  

(2) 有資格者名簿に登録さ れて いる  

 建 設 業 許 可 区 分 

・ 舗装工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を 有し ている  

こ と 。  

(3) 配  置  技 術 者 の  資 格  等 

・ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定する 主任技術者又は 

監理技術者を 配置でき る こ と 。  

・ 配置技術者は、 原則と し て入札参加申請日以前 3 か月以上の恒常的な  

雇用関係がある こ と 。  

・ その他「 佐久市建設工事の配置技術者について」 に示す主任技術者等を

配置でき る こ と 。  

(4 ) 本 店 等 の 所 在 地 

・ 入札参加資格要件（ １ ） において、 等級格付がＡ 級の者は、 本店が佐久

市内にある こ と 。 ま た、 Ｂ 級の者は、 本店が佐久市内にあり 、 かつ有資

格者名簿の地区情報において市北部地区（ 浅間・ 東・ 浅科・ 望月） と し

て登録さ れている こ と 。  

(5 ) そ      の      他 

・ 建設業法第 27 条の 23 に規定する 有効な経営事項審査の結果の通知を 受

けている こ と 。  

・ 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱第 4 条第 3 項及び第 4 項の規定

に該当する 者でないこ と 。  

 
 
 
 



 

 

 
 
３  入札の日程等 
 

入札手続等 期間 ・ 期日等 場所 ・  留意事項等 

設 計 図 書 等 の 閲 覧 
令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 

･入札情報シス テム への掲載、 佐久市企画部契約課

(本庁 4 階) 

入 札 参 加 申 請 受 付 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

令和 8 年 6 月 29 日（ 月） ま で 

（ 最終日は電子入札シス テム が

稼働し ている 時間ま で）  

・ 電子入札シス テム によ り 提出のこ と 。  

・ 添付書類は「 事後審査型一般競争入札参加申請書

（ 様式第１ 号）」 と する 。  

設  計  図  書  等 

 の 入 手 

令和 8 年 6 月 24 日（ 水） から  

入  札  日  ま で 
・ 入札情報シス テム よ り ダウ ン ロ ード する こ と 。  

設計図書等に 関する  

質  問  受  付 

令和 8 年 6 月 25 日（ 木） から  

令和 8 年 6 月 30 日（ 火） ま で 

（ 午前 8 時 30 分から  

午後 5 時 15 分ま で）  

・ 質問書様式は市ホーム ページから ダウ ン ロ ード す

る こ と（ 質問内容がわかる よ う に具体的に記載す

る こ と ）。  

・ 発注課（ 建設部 土木課） へ持参又は電子入札シ

ス テム によ り 提出する こ と 。  

質問回答の期日・ 方法 令和 8 年 7 月 2 日（ 木） 以降 ・ 発注課よ り 入札情報シス テム にて回答する 。  

入札書等の 提出期限 

令和 8 年 7 月 3 日（ 金）  

午前 8 時 30 分から  

令和 8 年 7 月 7 日（ 火）  

午後 5 時ま で 

・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

再度入札に おけ る 入

札 書 の 提 出 期 限 

令和 8 年 7 月 9 日（ 木）   

午後 3 時ま で 
・ 電子入札シス テム によ り 提出する こ と 。  

入札開札日時・ 場所 
令和 8 年 7 月 9 日（ 木）  

午前 8 時 30 分から  
・ 佐久市役所 3 階 302 会議室 

落 札 者 の 決 定 等 

・ 失格基準価格を 下回っ た者（ 以下「 失格者」 と いう 。） は、 落札者と なら ない。  

・ 失格者は、 当該対象入札に係る 落札者がいない場合における 再度の入札に参加する こ

と はでき ない。  

・ 予定価格の制限の範囲内で、 失格基準価格以上の価格を も っ て入札し た者のう ち、 最

低の価格で入札し た者を 落札候補者と する 。  

・ 落札候補者は入札参加資格確認書類を 候補と なっ た日又は翌日（ 閉庁日の場合はその

翌日） に提出する こ と 。  

・ 審査は、 落札候補者から 提出のあっ た入札参加資格確認書類を 審査し 、 入札参加要件

を 満たし ている 場合には、当該落札候補者を 落札者と する 。満たし ていない場合には、

予定価格の制限の範囲内で応札し た次順位者の最低価格入札者から 入札参加資格確

認書類の提出を 求め、 順次審査を 行い、 入札参加資格を 満たし ている 者１ 人が確認で

き る ま で行う も のと する 。  

・ 落札者の決定は、 原則と し て、 確認書類が提出さ れた日から 起算し て 2 日(閉庁日の

場合はその翌日)以内に行う も のと する 。  

・ 落札者を 決定し たと き は、 直ちに落札者に対し 連絡する 。  



 

 

入 札 参 加 資 格 確 認 

申請書提出に つい て  

（ 落 札 候 補 者 ）  

・ 提出書類は「 事後審査型一般競争入札参加資格確認書（ 様式第 2 号）」  

「 配置技術者決定届（ 様式第 3 号）」  

「 建設工事に係る 営業所専任技術者名簿一覧」（ 様式第 6 号）」 及び「 建設 

業許可申請に提出し た専任技術者証明書（ 写し ）」 ＊契約金額（ 税込）  

が、 4,500 万円（ 建築一式は 9,000 万円） 以上の場合のみ。  

「 有効な経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し 」  

「 現場代理人及び主任技術者等の通知書」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の経歴書」  

「 主任技術者及び監理技術者の資格を 証する 書類」  

「 現場代理人及び主任技術者（ 又は監理技術者） の雇用関係を 証する 書類」

及び市が指定し たも のと する 。  

・ 落札候補者と し て決定さ れた日の翌日（ 閉庁日の場合はその翌日） ま でに持参又はメ

ールによ り 提出する こ と 。 なお、 郵送等によ る 提出は認めないも のと する 。   

・ 入札参加資格確認書類を 提出し ないと き は、 当該入札者の行っ た入札は無効と する 。  

提出場所： 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階）  

入 札 結 果 の 公 表 ・ 入札情報シス テム 、 佐久市企画部契約課（ 本庁 4 階） において閲覧にて公表する 。  

 
４  入札事項等 

入  札  事  項 

・ 入札回数は 2 回と し 、 第 2 回の入札を し ても 落札でき ないと き は、 第 2 回の最低入札

者と 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定

によ る 随意契約と する 。 こ の場合の見積回数は 2 回ま でと する 。 なお、 見積書提出期

限については別途契約課よ り 連絡する 。  

・ やむを 得ず紙入札によ り 入札に参加し よ う と する 者は、 佐久市電子入札実施要綱第８

条の規定によ る 所定の手続を 行う こ と 。  

・ 落札者の決定に当たっ ては、 電子入札シス テム に入力さ れた金額に当該金額の 100 分

の 10 に相当する 額を 加算し た金額（ 当該金額に 1 円未満の端数がある と き は、 その

端数を 切り 捨てた金額） を も っ て落札価格と する ので、 消費税に係る 課税事業者であ

る か免税業者である かを 問わず、見積も っ た総額の 110 分の 100 に相当する 金額を 電

子入札シス テム に入力する こ と 。  

・ 詳細な内訳について、 発注課よ り 提出を 求めら れた場合は、 当該工事の金抜設計書又

は参考数量書に準じ た内訳書を 改めて提出する こ と 。  

低 入札 価格 調 査制度 ・ 適用なし  

失 格 基 準 価 格 

・ 適用あり  

佐久市建設工事等の入札における 失格基準価格制度実施要綱（ 平成 24 年告示第 107

号） によ る 。  

入  札  保  証 金 
・ 免除 

（ ただし 、落札者が契約を 締結し ない場合、見積額の総額の 100 分の 5 の納付を 要する 。） 

契  約  保  証 金 ・ 契約請負代金額の 10 分の 1 の金銭的保証 

前   払   金 ・ 佐久市工事の前金払に関する 取扱規程（ 平成 17 年訓令第 56 号） の規定によ る 。  

中 間 前 払 金 ・ 佐久市工事の中間前金払に関する 取扱規程（ 平成 20 年訓令第 14 号） の規定によ る 。 

部  分  払  金 ・ 佐久市財務規則第 138 条の規定によ る 。  

債 務 負 担 行 為 ・ 適用なし  

入 札 の 無 効 
・ 佐久市電子入札実施要綱第 11 条、 佐久市財務規則第 111 条及び佐久市建設工事事務

処理規程（ 平成 17 年訓令第 54 号） 別記入札心得第 8 条の規定によ る 。  

 
 

５  入札金額の内訳書について（ 法改正〈 R7. 12. 12 付け〉 に伴う 内訳書記載内容の変更）  

  令和７ 年 12 月 12 日付けの「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」 の改正に基づき 、 入札参加者は

材料費、 労務費、 法定福利費の事業主負担額、 建退共制度の掛金及び安全衛生経費を 明示し た工事費内訳書を 提出し て

く ださ い。  

  なお、 必要な内容の記載がない場合は、 佐久市建設工事事務処理規程の入札心得第 8 条 9 項の取扱いと し「 入札の無



 

 

効（ 失格）」 と なり ま すので、 ご留意く ださ い。  

   

６  その他の事項 

  ・ 佐久市電子入札実施要綱、 佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱、 佐久市財務規則及び佐久市建設工事事務

処理規程の入札心得を 熟読の上、 御参加く ださ い。  

  ・ 請負者は下請けを 利用する 場合、 可能な限り 市内に本社を 有する 業者又は市内に支店若し く は営業所を 有する  

業者を 下請負人と し てく ださ い。  

 

 

７  担当部課（ 問合せ先）  

公 告 の 内 容 佐久市企画部契約課    （ 佐久市中込 3056）    TEL． 0267－62－3084（ 直通）  

工 事 の 内 容 佐久市建設部土木課  （ 佐久市中込 3056 南棟）   TEL． 0267－62－3302（ 直通） 

 


